
ご自分の将来の年金見込額を知るために

「ねんきん定期便」の見方ガイド
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給付貸付課年金担当 03-5320-6828☎問合せ先

　「ねんきん定期便」の見本を使って、見方についてご案内します。

※下記ねんきん定期便（見本）は、令和6年7月末（誕生日の４か月前）までの情報で仮定して掲載しています。

加
入
期
間

❶ 国民年金にのみ加入していた期間
第１号被保険者…20歳から60歳までの自営業者・農業者・学生・無職の方など
第３号被保険者…厚生年金・共済年金加入者（国民年金第2号被保険者）に扶養されている方

❷ 民間企業などの従業員や非常勤教員等で、一般厚生年金に加入していた期間
❸公務員の一般組合員として、公務員厚生年金に加入していた期間

❹ １階部分　老齢基礎年金（国民年金）の見込額 （❶～❸をもとに算出）

 
20歳から60歳まで40年間加入した場合、年金額は満額で816,000円/年(令和６年度)
未加入の期間がある場合は、加入月数に応じて年金額を算出

❻旧３階部分　経過的職域加算額（共済年金）の見込額
平成27年９月末までの公務員共済組合の加入期間の報酬に比例し、平均給与（給料）月額と加入期間で算出

❺
 
２階部分　老齢厚生年金（厚生年金）の見込額

 

報酬比例部分…報酬に比例し、平均標準報酬（月）額と加入期間に基づき算出される年金
経過的加算部分…特別支給の老齢厚生年金の「定額部分相当」の金額と、老齢基礎年金との差額に相当し、
　　　　　　　　20歳未満や60歳以降の厚生年金保険の加入期間を年金額に反映させるための年金

基礎年金番号 私学共済の加入者番号 ※お問い合わせの際は、基礎年金番号をお知らせください。

1234567890
1．これまでの年金加入期間　（老齢年金の受け取りには、原則として１２０月以上の受給資格期間が必要です。）

国民年金（a）
船員保険（c）

年金加入期間 合計
（未納月数を除く）

（a + b + c）

合算対象期間等

（d）

受給資格期間

（a + b + c + d）

第1号被保険者
（未納月数を除く） 第3号被保険者 国民年金 計

（未納月数を除く）
29 月 0 月 29 月 0 月

厚生年金保険（b）

441 月 0 月 441 月一般厚生年金 公務員厚生年金
（国家公務員・地方公務員）

私学共済厚生年金
（私立学校の教職員） 厚生年金保険 計

36 月 376 月 0 月 412 月
①「第1号被保険者（未納期間を除く）」欄には、この「ねんきん定期便」の作成年月日以降の国民年金保険料の前納期間の月数も含めて表示しています。

。すまいてし示表を数月計合の」間期定特「びよお」）間期納未入加意任（間期いないてめ納を料険保ちうの間期入加意任の金年民国「、はに欄）d（②
この任意加入未納期間の月数は参考であり、年金を請求するときに書類による確認が必要です。

）額込見り取け受の間年1（額込見と類種の金年齢老 ．2
受給開始年齢 歳～ 歳～ 　歳～ 65

46,985

816,000

36
1,456,578

415
182,757

2,502,771

　歳～

（１）国民年金
老齢基礎年金

円
（２）厚生年金保険 特別支給の老齢厚生年金 特別支給の老齢厚生年金 特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金

一般厚生年金期間
（報酬比例部分） 円 （報酬比例部分） 円 （報酬比例部分） 円
（定額部分） 円 （定額部分） 円 （定額部分） 円

公務員厚生年金期間
（国家公務員・地方公務員）

（報酬比例部分） 円 （報酬比例部分） 円 （報酬比例部分） 円 （報酬比例部分） 円
（定額部分） 円 （定額部分） 円 （定額部分） 円 （経過的加算分） 円
（経過的職域加算額 
（共済年金）） 円 （経過的職域加算額 

（共済年金）） 円 （経過的職域加算額 
（共済年金）） 円 （経過的職域加算額 

（共済年金）） 円

私学共済厚生年金期間
（私立学校の教職員）

（報酬比例部分） 円 （報酬比例部分） 円 （報酬比例部分） 円 （報酬比例部分） 円
（定額部分） 円 （定額部分） 円 （定額部分） 円 （定額部分） 円
（経過的職域加算額 
（共済年金）） 円 （経過的職域加算額 

（共済年金）） 円 （経過的職域加算額 
（共済年金）） 円 （経過的職域加算額 

（共済年金）） 円

（１）と（２）の合計 円 円 円 円

❶

❷ ❸

●❺
●❹

●❻

  
令和6年11月末に届いた
５６歳時点の
「ねんきん定期便」を
みてみましょう。

 

昭和42年11月生まれ 

Ａ先生公立学校共済
一般組合員

支
給
見
込
み
額

＜見本＞左記の金額等はあく
までも仮定の数値のため、実態
とは乖離することがあります。

ねんきん定期便は年齢によって記載内容が異なります。

ねんきん定期便についてよくある &Q A

年齢
50歳未満

（下記節目年齢を除く）

節目年齢（３５歳・４５歳）

はがき

封筒

・これまでの年金加入期間、現時点での年金見込額、保険料の納付額、過去１年の納付状況

・これまでの年金加入期間、現時点での年金見込額、保険料の納付額、
  年金加入履歴、国民年金保険料の納付状況、厚生年金保険の標準報酬月額

50歳以上60歳未満
（下記節目年齢を除く）

はがき ・これまでの年金加入期間、６０歳まで働くと仮定した場合の年金見込額、保険料の納付額、
  過去１年の納付状況

節目年齢（５９歳） 封筒 ・これまでの年金加入期間、６０歳まで働くと仮定した場合の年金見込額、保険料の納付額、
  年金加入履歴、国民年金保険料の納付状況、厚生年金保険の標準報酬月額

６０歳以降
（厚生年金保険に加入中のみ）

はがき ・これまでの年金加入期間、現時点での年金見込額、保険料の納付額、過去１年の納付状況
・年金受給者は見込額が「*」で表示

様式 記載内容等

短期組合員の方は当共済組合の長期給付事業の対象外ですので、日本年金機構のホームページ等でご確認ください

ねんきん定期便は、いつ頃届くのですか？また、何がわかりますか？Q1
A1 ねんきん定期便は、毎年、お誕生月の25日前後（1日生まれの方のみ、誕生月の前月の25日前後）に、組合員の

ご自宅に届きます。ねんきん定期便をご覧いただくことで、ご自身が65歳を迎えられた時に受け取れる老齢年
金の見込額や、これまでの公的年金への加入状況がわかります。ご自身の年金記録を必ずご確認ください。

今年のねんきん定期便を受け取りましたが、一部の欄が「＊」で表示されていました。なぜでしょうか？Q2
A2 ねんきん定期便は、組合員の人事異動や再就職などで加入する共済組合が変わった場合には、情報の反映に

時間を要し（情報反映が間に合わず）、「＊」と表示されたり、前歴の年金加入期間が反映されていなかったり
することがあります。なお、転勤や転職がある方などで、１年以上前の公務員期間において、年金加入期間や月
別状況等に「もれ」や「誤り」があると思われた場合は共済組合へお問合せください。

ねんきん定期便が引っ越し前の住所に届きました（改姓前の氏名で届きました）。なぜでしょうか？Q3
A3 ねんきん定期便は、誕生月の約４カ月前の情報で作成されているため、所属での住所（氏名）変更の手続時期

によっては、ねんきん定期便の住所（氏名）の更新が間に合わない場合があります。

正規教職員（都立大や関東中央病院等を含む）に採用される前の年金加入期間に「もれ」や「誤り」が
あるのですが、どうすればよいでしょうか。

Q4
A4 公立学校共済組合東京支部の一般組合員となる前に加入していた実施機関にご相談ください。

●一般厚生年金及び国民年金期間（民間企業、臨時的任用教職員、非常勤職員等）→日本年金機構（0570-05-1165）
●私学厚生年金期間(私立学校教職員)→日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部（03-3813-5321）
●他の公務員厚生年金期間（他道府県の教職員、東京都の知事部局の事務職員など）→当時加入していた共済組合へ

記載金額：「年額」となります。
加入期間：誕生日の４か月前までの加入期間
見 込 額：60歳まで勤めた場合の見込額※

※50歳以上の場合。詳細は次ページ
                                              を参照してください。

●地共済年金情報Webサイトについて
　かがやき夏号№573号 P７でお知らせしました「地共済年金情報Webサイト」ですが、令和７年３月３１日をもってサービスを
終了いたします。
　令和７年４月１日からは、マイナポータルと連携したサービスに切り替わります。
　「公立学校共済組合マイナ手続きポータル」から年金記録の電子交付を申し込みますと、
地共済年金情報Webサイトと同様に、年金加入記録、年金見込額、保険料納付額、
標準報酬月額等の記録、給付算定基礎額残高の帳票を閲覧することができます。
　詳細については、本部ホームページをご覧ください。

本部HP

20歳
（昭和62年11月）

22歳6か月
（平成2年4月）

25歳6か月
（平成5年4月）

56歳9か月
（令和6年7月）

学生 民間企業に勤務 教員（地方公務員）

国民年金に加入
29カ月

一般厚生年金に加入
36カ月

公務員厚生年金に加入
376カ月※

民間企業に勤務 教員（地方公務員）

年齢別の記載内容

年齢別の記載内容

ご自分の将来の年金見込額を知るために

「ねんきん定期便」の見方ガイド

合
組
済
共

せ
ら
知
お
の
ら
か

合
組
済
共

せ
ら
知
お
の
ら
か

 

●
ご
自
分
の
将
来
の
年
金
見
込
額
を
知
る
た
め
に

給付貸付課年金担当 03-5320-6828☎問合せ先

　「ねんきん定期便」の見本を使って、見方についてご案内します。

※下記ねんきん定期便（見本）は、令和6年7月末（誕生日の４か月前）までの情報で仮定して掲載しています。

加
入
期
間

❶ 国民年金にのみ加入していた期間
第１号被保険者…20歳から60歳までの自営業者・農業者・学生・無職の方など
第３号被保険者…厚生年金・共済年金加入者（国民年金第2号被保険者）に扶養されている方

❷ 民間企業などの従業員や非常勤教員等で、一般厚生年金に加入していた期間
❸公務員の一般組合員として、公務員厚生年金に加入していた期間

❹ １階部分　老齢基礎年金（国民年金）の見込額 （❶～❸をもとに算出）

 
20歳から60歳まで40年間加入した場合、年金額は満額で816,000円/年(令和６年度)
未加入の期間がある場合は、加入月数に応じて年金額を算出

❻旧３階部分　経過的職域加算額（共済年金）の見込額
平成27年９月末までの公務員共済組合の加入期間の報酬に比例し、平均給与（給料）月額と加入期間で算出

❺
 
２階部分　老齢厚生年金（厚生年金）の見込額

 

報酬比例部分…報酬に比例し、平均標準報酬（月）額と加入期間に基づき算出される年金
経過的加算部分…特別支給の老齢厚生年金の「定額部分相当」の金額と、老齢基礎年金との差額に相当し、
　　　　　　　　20歳未満や60歳以降の厚生年金保険の加入期間を年金額に反映させるための年金

基礎年金番号 私学共済の加入者番号 ※お問い合わせの際は、基礎年金番号をお知らせください。

1234567890
1．これまでの年金加入期間　（老齢年金の受け取りには、原則として１２０月以上の受給資格期間が必要です。）

国民年金（a）
船員保険（c）

年金加入期間 合計
（未納月数を除く）

（a + b + c）

合算対象期間等

（d）

受給資格期間

（a + b + c + d）

第1号被保険者
（未納月数を除く） 第3号被保険者 国民年金 計

（未納月数を除く）
29 月 0 月 29 月 0 月

厚生年金保険（b）

441 月 0 月 441 月一般厚生年金 公務員厚生年金
（国家公務員・地方公務員）

私学共済厚生年金
（私立学校の教職員） 厚生年金保険 計

36 月 376 月 0 月 412 月
①「第1号被保険者（未納期間を除く）」欄には、この「ねんきん定期便」の作成年月日以降の国民年金保険料の前納期間の月数も含めて表示しています。

。すまいてし示表を数月計合の」間期定特「びよお」）間期納未入加意任（間期いないてめ納を料険保ちうの間期入加意任の金年民国「、はに欄）d（②
この任意加入未納期間の月数は参考であり、年金を請求するときに書類による確認が必要です。

）額込見り取け受の間年1（額込見と類種の金年齢老 ．2
受給開始年齢 歳～ 歳～ 　歳～ 65

46,985

816,000

36
1,456,578

415
182,757

2,502,771

　歳～

（１）国民年金
老齢基礎年金

円
（２）厚生年金保険 特別支給の老齢厚生年金 特別支給の老齢厚生年金 特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金

一般厚生年金期間
（報酬比例部分） 円 （報酬比例部分） 円 （報酬比例部分） 円
（定額部分） 円 （定額部分） 円 （定額部分） 円

公務員厚生年金期間
（国家公務員・地方公務員）

（報酬比例部分） 円 （報酬比例部分） 円 （報酬比例部分） 円 （報酬比例部分） 円
（定額部分） 円 （定額部分） 円 （定額部分） 円 （経過的加算分） 円
（経過的職域加算額 
（共済年金）） 円 （経過的職域加算額 

（共済年金）） 円 （経過的職域加算額 
（共済年金）） 円 （経過的職域加算額 

（共済年金）） 円

私学共済厚生年金期間
（私立学校の教職員）

（報酬比例部分） 円 （報酬比例部分） 円 （報酬比例部分） 円 （報酬比例部分） 円
（定額部分） 円 （定額部分） 円 （定額部分） 円 （定額部分） 円
（経過的職域加算額 
（共済年金）） 円 （経過的職域加算額 

（共済年金）） 円 （経過的職域加算額 
（共済年金）） 円 （経過的職域加算額 

（共済年金）） 円

（１）と（２）の合計 円 円 円 円

❶

❷ ❸

●❺
●❹

●❻

  
令和6年11月末に届いた
５６歳時点の
「ねんきん定期便」を
みてみましょう。

 

昭和42年11月生まれ 

Ａ先生公立学校共済
一般組合員

支
給
見
込
み
額

＜見本＞左記の金額等はあく
までも仮定の数値のため、実態
とは乖離することがあります。

ねんきん定期便は年齢によって記載内容が異なります。

ねんきん定期便についてよくある &Q A

年齢
50歳未満

（下記節目年齢を除く）

節目年齢（３５歳・４５歳）

はがき

封筒

・これまでの年金加入期間、現時点での年金見込額、保険料の納付額、過去１年の納付状況

・これまでの年金加入期間、現時点での年金見込額、保険料の納付額、
  年金加入履歴、国民年金保険料の納付状況、厚生年金保険の標準報酬月額

50歳以上60歳未満
（下記節目年齢を除く）

はがき ・これまでの年金加入期間、６０歳まで働くと仮定した場合の年金見込額、保険料の納付額、
  過去１年の納付状況

節目年齢（５９歳） 封筒 ・これまでの年金加入期間、６０歳まで働くと仮定した場合の年金見込額、保険料の納付額、
  年金加入履歴、国民年金保険料の納付状況、厚生年金保険の標準報酬月額

６０歳以降
（厚生年金保険に加入中のみ）

はがき ・これまでの年金加入期間、現時点での年金見込額、保険料の納付額、過去１年の納付状況
・年金受給者は見込額が「*」で表示

様式 記載内容等

短期組合員の方は当共済組合の長期給付事業の対象外ですので、日本年金機構のホームページ等でご確認ください

ねんきん定期便は、いつ頃届くのですか？また、何がわかりますか？Q1
A1 ねんきん定期便は、毎年、お誕生月の25日前後（1日生まれの方のみ、誕生月の前月の25日前後）に、組合員の

ご自宅に届きます。ねんきん定期便をご覧いただくことで、ご自身が65歳を迎えられた時に受け取れる老齢年
金の見込額や、これまでの公的年金への加入状況がわかります。ご自身の年金記録を必ずご確認ください。

今年のねんきん定期便を受け取りましたが、一部の欄が「＊」で表示されていました。なぜでしょうか？Q2
A2 ねんきん定期便は、組合員の人事異動や再就職などで加入する共済組合が変わった場合には、情報の反映に

時間を要し（情報反映が間に合わず）、「＊」と表示されたり、前歴の年金加入期間が反映されていなかったり
することがあります。なお、転勤や転職がある方などで、１年以上前の公務員期間において、年金加入期間や月
別状況等に「もれ」や「誤り」があると思われた場合は共済組合へお問合せください。

ねんきん定期便が引っ越し前の住所に届きました（改姓前の氏名で届きました）。なぜでしょうか？Q3
A3 ねんきん定期便は、誕生月の約４カ月前の情報で作成されているため、所属での住所（氏名）変更の手続時期

によっては、ねんきん定期便の住所（氏名）の更新が間に合わない場合があります。

正規教職員（都立大や関東中央病院等を含む）に採用される前の年金加入期間に「もれ」や「誤り」が
あるのですが、どうすればよいでしょうか。

Q4
A4 公立学校共済組合東京支部の一般組合員となる前に加入していた実施機関にご相談ください。

●一般厚生年金及び国民年金期間（民間企業、臨時的任用教職員、非常勤職員等）→日本年金機構（0570-05-1165）
●私学厚生年金期間(私立学校教職員)→日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部（03-3813-5321）
●他の公務員厚生年金期間（他道府県の教職員、東京都の知事部局の事務職員など）→当時加入していた共済組合へ

記載金額：「年額」となります。
加入期間：誕生日の４か月前までの加入期間
見 込 額：60歳まで勤めた場合の見込額※

※50歳以上の場合。詳細は次ページ
                                              を参照してください。

●地共済年金情報Webサイトについて
　かがやき夏号№573号 P７でお知らせしました「地共済年金情報Webサイト」ですが、令和７年３月３１日をもってサービスを
終了いたします。
　令和７年４月１日からは、マイナポータルと連携したサービスに切り替わります。
　「公立学校共済組合マイナ手続きポータル」から年金記録の電子交付を申し込みますと、
地共済年金情報Webサイトと同様に、年金加入記録、年金見込額、保険料納付額、
標準報酬月額等の記録、給付算定基礎額残高の帳票を閲覧することができます。
　詳細については、本部ホームページをご覧ください。

本部HP

20歳
（昭和62年11月）

22歳6か月
（平成2年4月）

25歳6か月
（平成5年4月）

56歳9か月
（令和6年7月）

学生 民間企業に勤務 教員（地方公務員）

国民年金に加入
29カ月

一般厚生年金に加入
36カ月

公務員厚生年金に加入
376カ月※

民間企業に勤務 教員（地方公務員）

年齢別の記載内容

年齢別の記載内容
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